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■ コロナ類型変更後も「財政支援を」 

― 松本会長、厚労相に要望 ― 

 松本吉郎会長は３月７日、新型コロナウイ

ルスの類型変更後も財政支援を求める要望書

を、加藤勝信厚生労働相に提出した。診療報

酬上の特例継続など、９項目の主張を盛り込

んだ。 

 松本会長は「類型変更後も引き続き、感染

対策はしっかりと行っていかなければならな

い。それに付随して、いろいろな支援はでき

る限り継続してもらいたい」と訴えた。 

 要望書では、類型変更後もウイルスの感染

性は変わらず、医療機関では今後も感染対策

を講じる必要性があると説明。「診療報酬上

の適切な評価、病床確保料などの財政支援が

引き続き必要だ」と強調した。 

 次の感染症に備える観点から、来年4月施行

の改正感染症法に基づき、病床確保や発熱外

来の協定を結ぶまでの医療提供体制を維持す

るための支援を要請。▽地域の発熱外来診療

体制の維持・充実のための支援▽緊急包括支

援事業のうち病床確保料等の必要な事業の継

続▽地域医療介護総合確保基金による介護施

設等のかかり増し経費の支援継続―も求めた。 

 国民が医療機関にかかる際に検査や受診を

受けない、受けられないことがないよう、高

額な治療薬を含めて、できる限り国民負担が

かからないよう支援する必要性にも言及した。 

 このほか、▽医療機関が入院調整や健康観

察を担うための新たな業務に対する診療報酬

上の対応▽介護保険施設をはじめとした高齢

者施設等への医療支援対策▽中小病院での

要介護高齢者等の入院受け入れ対策―も要

望した。 

●支援の継続期間は「なかなか難しい課題」 

 松本会長は要望後のぶら下がり会見で、日

医として今後も地域医師会や病院団体、各行

政などとしっかりと連携しながら、医療提供

体制の構築に尽力する姿勢を強調。患者や医

療機関が混乱しない形での支援継続を求めた。 

 入院調整や退院後のフォローアップも含め

た行政、保健所の支援についても「患者が困

ることがないよう、医療機関の混乱が起きな

い形で、できる限りの協力・支援をお願いし

たい」と話した。診療報酬上の特例について

は「院内トリアージ実施料（300点）などを中

心に継続してもらいたい」と主張した。 

 支援の継続期間は「なかなか難しい課題」

と表現。「仮に期間を半年とした場合には、

秋までとなる。そうすると、次の大きな波が

今年の冬、11、12月にやってくるかもしれな

い。そのような時に完全に支援を打ち切るこ

とは患者や医療機関にとって難しい面がある

ので、足元の感染状況を見極めながらの議論

になるのではないか」との見通しを示した。 

 松本会長と釜萢敏常任理事が、加藤厚労相

を訪問。要望を受け、加藤厚労相は「しっか
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りと取り組んでいきたい」と応じたという。 

       【メディファクス】 

 

■ 診療側「経過措置」、支払側「９月廃止」 

― コロナ特例 ― 

 厚生労働省は３月８日の中医協総会（会長

＝小塩隆士・一橋大経済研究所教授）で、新

型コロナウイルスの５類移行に向け、診療報

酬のコロナ特例見直しの大まかな方向性を示

した。診療側は、医療現場の混乱を避け、円

滑に移行するために、一定の経過措置の確保

が重要だと訴えた。支払い側は、５月の移行

時から速やかに特例を見直し、９月ごろには

全ての特例廃止を視野に入れるべきだと主張

した。 

●中等症救急医療管理加算、例えば2～3倍 

 厚労省が示した方向性では、発熱外来の疑

い患者の初診時上乗せ（147点）は３月で終了

させる。中等症等患者の救急医療管理加算の

「４～６倍」については、厚労省が口頭で「例

えば２～３倍」への縮小を想定しているとし

た。個別の具体的な点数は、政府が新方針を

示す10日に、中医協が持ち回り開催で決定す

る見通しだ。 

 診療側の長島公之委員（日医常任理事）は、

「一定の経過措置を置いた上で見直される項

目が、いくつかの類型で提案されている。期

限を決めて強引に変更するのではなく、地域

ごとの医療提供体制の実態を踏まえた上で、

十分に余裕を持たせながら丁寧に対応してい

くべき」だと強く主張した。「都道府県医師

会・郡市区医師会、病院団体、全国知事会と

連携しながら、医療提供体制の確保に全力を

尽くす」と述べた。 

 支払い側の松本真人委員（健保連理事）は、

「段階的見直しの考え方は理解しているが、

一部の特例を残すにしても、医療の質を担保

する措置に限定すべき」だと強調。「感染状

況にもよるが」と前置きした上で、「５月か

ら速やかに見直しを行い、2024年度改定論議

が本格化する前に中医協で再度議論し、９月

ごろには全ての特例を廃止することも視野に

入れるべき」だとした。 

●院内トリアージ「300点」、継続に反対 

 コロナ疑い患者に対する診療の院内トリア

ージ実施料については、「『300点』を継続し

ていくことには反対」と主張した。厚労省が

実施料に「要件」を設定する方針を示したこ

とを受け、「コロナが５類になっても発熱患

者が安心して受診できることが必要で、疑い

患者への対応を公表するだけでなく、しっ

かりした感染対策を講じ、かつ、対象患者

を限定せず診療することを要件とすべき」

だとした。 

 「そうした場合に限り、必要な経費に限っ

て臨時に措置するのでなければ、患者の納得

は得られない。次の見直しで、発熱外来特例

は確実に廃止してもらいたい」と語った。 

●特例の急激な見直し、「質の低下招く」 

 これに対し、長島委員は「感染対策は医療

の質そのものだ」と説明。類型変更と同時に

特例を急激に見直せば、「これまでの医療提

供体制が維持できなくなる。医療の質の低下

も招く」とし、「経過措置期間は十分取るこ

とが必要だ」と重ねて強調した。 

 院内トリアージ実施料については、対象患

者を限定せず診療することを要件にすべきと
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の支払い側の主張を念頭に、「幅広く診ても

らうように（医療現場に）要望している。し

かし、時間がかかることでもある」とし、理

解を求めた。       【メディファクス】 

 

■ 「経口薬」の対応施設数を引き上げ 

― コロナ５類移行見据え、厚労省 ― 

 厚生労働省は３月３日付の事務連絡で、新

型コロナウイルス感染症の経口薬「パキロビ

ッド」「ゾコーバ」を在庫配置できる医療機

関・薬局について、それぞれ選定目標数を引

き上げると都道府県などに伝えた。コロナの

５類感染症への移行を見据えた対応だ。 

 パキロビッド、ゾコーバの「対応医療機関」

選定については、都道府県ごとに、「各都道

府県の２次医療圏＋保健所設置市・特別区の

数」を30倍した数値を新たな目安にする。 

 「対応薬局」については、都道府県ごとに、

「各都道府県の２次医療圏＋保健所設置市・

特別区の数」を60倍した数値を新たな目安と

する。 

 事務連絡は２つ。「新型コロナウイルス感

染症における経口抗ウイルス薬（パキロビッ

ドパック）の医療機関及び薬局への配分につ

いて（別紙、質疑応答集の改正）」と「新型

コロナウイルス感染症における経口抗ウイル

ス薬（ゾコーバ錠 125mg）の医療機関及び薬

局への配分について」。 【メディファクス】 

 

■ ９価HPVワクチン、15歳未満２回接種可 

― 厚労省分科会が了承 ― 

 厚生労働省の厚生科学審議会・予防接種・

ワクチン分科会は３月７日、小学６年生～

高校１年生相当の女性を対象に、４月から

定期接種化する９価HPVワクチン「シルガー

ド９」について、15歳未満の女性は「２回

接種」も可能とする方針を了承した。２回

接種の場合、15歳の誕生日の前日までに１

回目を受け、最低５カ月以上の間隔を空け

て２回目を受ける。 

●15歳・16歳は「３回接種」必要 

 15歳、16歳の女性は、３回接種が必要だ。

15歳未満でも、▽５カ月未満の接種間隔で２

回目を受けた▽２価・４価との交互接種とな

る―場合は、３回接種が必要となる。 

 分科会は昨年11月、９価の定期接種化につ

いて、３回接種で了承。しかし、副反応の軽

減、自治体の財政負担軽減などの観点から、

回数を２回にすべきとの声が相次いでいた。 

 薬事食品衛生審議会は２月27日、９価につ

いて、15歳未満の２回接種の承認を了承。３

月１～３日に持ち回り開催したワクチン分科

会予防接種基本方針部会は、２回接種での定

期接種化を認めた。 

●９価の「供給問題生じない体制を確保」 

 中野貴司委員（川崎医科大教授）は、定期

接種化した後に「９価のワクチンが一番広く

使われるようになっていくのでは」と指摘。

供給問題が生じる可能性について、厚労省に

質問した。 

 厚労省は2023年度に使用する９価について、

供給の問題が生じないような体制を確保して

いると説明。「需要が急激に伸びた時に、製

薬企業としっかりとコミュニケーションを取

り、供給不安が生じないようにするのがわれ

われの責任」だとした。 【メディファクス】 


